
令和７年度 大井町職員採用試験案内 

 

 

１ 職種、職務内容及び人数 

募集職種 職務内容 採用予定人員 

一般職事務 行政事務に従事 

若干名 一般職土木 道路、上下水道等の工事設計・施工管理に従事 

社会福祉士 児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉業務に従事 

 

 

２ 受験資格 

募集職種 受 験 資 格（◎は全ての募集職種に共通） 

一般職事務 

昭和 60年４月２日から 

平成 16年４月１日までに 

生まれた方 

◎通勤可能な方 

◎普通自動車運転免許を取得している方

（採用期日までに取得見込みを含む。

障がいのある方を除く。） 

○一般職土木については、専門課程を履

修している方（採用期日までに履修見

込みを含む。）又は職務経験者もしくは

資格（1級・2級土木施工管理技士）を

有する方 

○社会福祉士については、社会福祉士資

格を取得している方（採用期日までに

取得見込みを含む。） 

一般職土木 

昭和 60年４月２日から 

平成 20年４月１日までに 

生まれた方 

社会福祉士 
昭和 60年４月２日以降に 

生まれた方 

 障がいのある方については、障害者手帳等（身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者

保健福祉手帳）を最終試験及び採用時に確認します。 

 ただし、次に該当する方は受験できません。 

〇地方公務員法第 16条の欠格条項に該当する方 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの方 

・大井町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、同法第 60 条から第 63 条までに規定

する罪を犯し、刑に処せられた方 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 
 



 

 

３ 試験内容 

区分 試験日 場所 内容 

第１次試験 令和７年７月 ９日（水） 大井町役場 筆記試験・集団面談試験 

第２次試験 令和７年８月 ６日（水） 大井町役場 

グループワーク（事務） 

個別面接（土木・社会福

祉士） 

第３次試験 令和７年８月 18日（月） 大井町役場 個別面接 

 ※詳細は、それぞれお知らせします。 

 ※筆記試験は、教養試験及び事務能力試験となります。 

※一般職土木、社会福祉士を希望する方は、教養試験以外（事務能力試験、面談試験

のみ）の受験となります。 

※「事務能力試験」とは、照合・分類・計算等に対する正確さを検査するもので、受

験対策は不要です。 

※「集団面談試験」とは、受験者の人物像を確認するため、試験官と複数名の受験者

との対話形式の面接で、受験者の過度な緊張を抑え、アピールしてもらうことをね

らいとして実施します。 

 

４ 受験申込 

提出書類 

（1）職員採用試験申込書（町指定の様式） 

（2）履歴書・自己アピールシート（町指定の様式） 

《一般職土木、社会福祉士受験者のみ》 

（3）資格・免許などの写し［既に取得している方のみ］ 

※（1）（2）の用紙は、庁舎２階総務課窓口で受け取れるほか、ホー

ムページからもダウンロードすることができます。 

※ 町ホームページからオンラインで申し込む場合は、書類一式を１

次試験時にご提出ください。 

受 付 日  
令和７年６月 １日（日）から 

令和７年６月 22日（日）まで 

申込方法 

・ホームページからオンラインでお申し込みができます。提出書類

については、１次試験時にご提出ください。 

・郵送でもお申し込みができます。なお、窓口にて直接お申し込みす

る方は、庁舎２階総務課（平日８時３０分から１７時１５分まで）

にお越しください。 

 また、郵送及び直接お申し込する方は、提出書類をそろえてお申し

込みください。 

 

 

 



 

 

５ 給与 

大学卒 ２４６，４００円 

短大卒 ２２８，９２８円 

高校卒 ２１０，５６０円 

 

※令和７年４月１日現在における初任給月額（給料＋地域手当）は、およそ上記のとお

りです。このほかに町の条例で定める各種手当が支給されます。また、採用以前に職

務経歴等がある人は、一定の基準で加算措置があります。 

 

 

６ 採用期日等 

採用期日は、令和８年４月１日となります。なお、令和７年度途中での採用を希望する

方は、ご相談ください。 

また、専門課程や資格を履修・取得見込みで受験された方がこの採用試験に合格した場

合で、履修・取得できないことが判明したときは、採用いたしません。 

 

≪問い合わせ先≫ 大井町役場 総務課   電話０４６５（８５）５００１（直通） 


